
はじめに

官営八幡製鐵所は、作業を開始した１９０１年に職員、職工、鉱夫合わせて４４８４

人、５年後の１９０６年には１０,８１７に達する日本でも有数の事業所となっていた１）。

その組織は、高等官を頂点として、事務系統は書記官─事務官─書記─雇、

技術系統は技監─技師─技手─雇という複線的階層秩序が頑健に成立してい

た２）。その中で、いわゆる明確な公式的所員または職員と言われる身分階層で

はなく、かといって職工身分でもない、階層が存在した。官吏は、「国家の特別

の選任によって天皇及びその政府に対し忠実かつ無定量の勤務に服すべき公法

上の義務を負う者であり、私法上の雇用契約のように単なる労働の提供とそれ

に対する報酬の支払いという関係ではなく、国家に対して身分的倫理的な法令

上の義務を負う者」とされた３）。官吏は、判任官と高等官に別れ、高等官は奏

任官と勅任官にわかれた。そのほかに、雇員、傭人という職位があった。雇員

は、５年以上同一の場所で働いていれば、官吏となることができた。一般的に、

傭人は「肉体的単純作業」などに従事する者とされていた４）。

傭人は、現場にもっとも近いところにあって、職工と接するばかりでなく、

職員の業務補助者として、製鐵所の経営に関与していた。職工、職員について

は、近年研究もすすんでいる５）。しかし、この階層については、その地位や役

割が明らかになっていなかった。本稿の課題は、この階層について考察するこ

とである。

予算上、傭人の給与は、「雑給及雑費」の中から支払われていた。雇も同じく、
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「雑給及雑費」の「項」の中から支払われていたが、雇は、判任官になる前一定

の試用期間の職位としての意味もあり、多くは職員としての待遇を受けていた

から、職員の範疇に入れるのが適当であろう。しかし、傭人は、職員の範疇に

入れるべきか、あるいはどのような位置づけにあるのか、製鐵所当局も曖昧な

ままであった。傭人は、ある場合には、職員とはみなされなかった。

本稿で考察する対象は、雇員とは区別され、職員と職工のまさに間にあった

層、下級職員または職員の業務補助者としての階層である。具体的には、助手、

給仕、小使、写字生（筆工）、写図生（図工）、守衛などが含まれる。

これらの下級補助員の役割や実態については、あまりよくわかっていない。

本稿もいまだ試論の域をでないものであるが、下級補助員は、階層的職員組織

の最末端にあって、職員を補助する側面＝管理と労働者の取締り＝監視という

二つの側面では重要な役割を果たしていたので、この二つの側面を中心に考察

してみたい。

１、傭人の性格

〈職員補助・作業補助要員〉
『例規提要』（１９０１）によれば、第３類 職夫となっており、その中で第１節

傭人、第２節職工、第３節鉱夫にわかれており、職員以外はこの３種類に分け

られていた。ここで、注意しなければならないのは、「職夫」の中には、職工も

入っていて、後に「職夫」とされる臨時的労働者とは異なっている。われわれ

が、分析の対象とするのは、「傭人」といわれるものである。傭人は、職員労働

の補助的な職務を遂行するものである。これは明確に職工とは区別される存在

である。「傭人」は、給仕、小使、看守、助手、傭夫（監査課）、守衛、臨時測

量人夫などがふくまれる。

「本所諸傭人取扱上順位ノ件」（各部長官々房、１８９９年３月官房第１８５号、事務

官通牒）６）によれば、
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１、守衛、２、助手、３、給仕、４、小使、６、汽船運転方、７、汽船機関

方、８、汽船油差、９、職夫、１０、傭夫、１１、雑夫となっていた。これらのう

ち、汽船など運搬に関するものを除けば、９、職夫、１０、傭夫、１１、雑夫につ

いては、規程は曖昧でどのような区別があるか明らかではない。９「職夫」は、

職工のようにもとれるが、『例規提要』の編別構成からみると、職夫の中に傭人、

職工、鉱夫があるのであるから、創立期においては、職夫は大きく職員以外の

従業員と職工という意味の二つ意味をもっていたものと考えることができる。
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表１ 製鐵所下級補助員構成

１９１１年末１９１０年末１９０９年末１９０８年末１９０７年末１９０６年末１９０５年末１９０４年末１９０３年末１９０２年末

８３８８９０９０７１６０４９４７４２４１守衛

００５５９２０２７９５１０８１０２助手

４１４２４４４８３２２４２０１８１１２１看守

９２６６６９７２８３８３５７４６１６写字生

１８１０１５１７１２１２５６４写図生

６４４２２小汽船船員

７６１９１６１６看護手

２１１５看護婦

３０３０３０２９２６２９２４２４２２２４給仕

４４４４３７３６３６３６３０３１３１２３小使

８８８６８５８９３１２３２１１１１１５７諸傭夫

２２２２２２２２２経師職

４３２３９３４００４０４３２０２８９２３５２８０２４７２７０合計

６,５３５６,４９１６,４２４６,６６０７,５８３７,６７８６,０２０３,１２６１,８９５１,３６７職工

９５２１,０６３１,０１５９７０７６７８５０１,３２３２,０６９１,３０７臨時職工

２８４１３０２８７試験工

４０４４６４４７９４５６４６９４０９３６５３２５３３４
判任官以上
職員、雇員

７９７４７１７４１０７１２８１２３６７４５３３
守衛一人当
たり職工

「製鐵所事務功程」各年



つまり、官吏職員については、明確な分類が

あるが、その他の製鐵所で働く従業員の名称

については、かなり便宜的な分類や使われ方

がなされていたと推測される。

明確なのは、職工から区別されて、１、守

衛、２、助手、３、給仕、４、小使、という

分類があったということである。

やや時代は下るが、「製鐵所傭員給料規程」

（１９１７年１２月２０日、鉄達第１３号）によれば、

「傭員」とは、守衛、看守、筆工、図工、助

手及び検査手となっているから、「傭員」と

いうのは、この頃には、「傭人」とおなじよう

に用いられていたとおもわれる７）。同資料に

よれば、１８９３年２月２３日「傭員俸給及傭員其

他ニ給スル諸手当支給方ノ件」とあるから、

傭人と傭員はほぼ同じ意味であったと思われ

る。

以上ことから、傭人という語句は、ほぼ下

級補助員をさす言葉であり、創立期製鐵所で

はこの意味で使われていたし、職工とは区別

されていた。

彼らは、職工の取締り＝監視（工場規律違

反の摘発）と官吏職員および雇員の業務補助

という二つの役割をもっていた。主に職工取

締りを担っていたのが守衛であった。また、

業務補助の役割を担っていたのは、助手、筆

工、図工などであった。勿論この関係は必ず
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表２ １９１９年末現在の従業員数

１長官
１次長
１技監
１理事
４参事
９副参事
５５技師
３医官
６９嘱託
７３書記
１４３技手
２９９雇員
８守衛長
６病院助手
１１看護手
２８看護婦
２４小蒸気船乗員
１０１守衛
５８看守
１９２筆工
３８図工
２６検査手
５助手

１１５６小計
４７給仕
５５小使
１９２傭夫
６運転手
７８測量傭夫
３７８小計

１２７４２本職工
３７８７臨時及試験職工
１６５２９合 計

資料：「くろがね」１９１９年１２月１５日
職員とされているのは、助手以上の
職位であって給仕から測量傭夫まで
は、職員とされていない。



しも明確ではなく、両者が取締りと業務補助という二つの役割を何らかの形で

コミットしていたのである。

〈傭人の構成〉
傭人の詳細は、不明確な部分も多い。守衛は、１９０２年から１１年の間で２倍に

なっている。しかし、職工の数は１９０５年以降６０００人以上にもなっているのと比

べると、相対的には増えているわけではない（表１参照）。守衛１人当たり職

工数は、１９０６年まで上昇し、それ以後７０人前後であり、監視体制としては、０７

年以降やや厳しくなっている。１９０５─０６年は、監視の程度はやや低くなってい

るのは、１９０４年以降労働者数の増加に対して、守衛数が追いついていなかった

ためである。その後、守衛数は増加して、守衛１人当たり職工数は低下した。

１９１９年には守衛１人当たり職工数は１１６名であり、大戦を経てやや守衛による

監視体制の程度は量的には低下した。

守衛の指揮監督に入る給仕小使は３０─４０人前後で一定している。看守は、増

加しているが、１９０７年以降４０名前後で一定している。写字生のほうは急激に増

加し１９０６年以降８０─９０人である。傭夫は１９０８年以降増加している。助手は、

１９０２─０４年にかけては１００人前後と増加しているが、その後助手は急減し、

１９１０年以降０人である。助手については制度上の転換からこうした著しい変化

になった。助手は、筆工、図工に代替されていったのである。

「くろがね」（１９１９年１２月１５日、第８号）に掲げられた職員構成をみると（表

２）、助手以上（検査手、筆工、図工、看守、守衛、看護婦、看護手、船乗組員、

雇員、判任官以上）が職員とされて、それ以下は職員とはされていない８）。守

衛（守衛長を含む）は１０９人に増えているが、職工は２倍になっているのと比べ

ると、職工１人当たりの監視はやや緩やかになったと思われる（守衛１人当た

りの職工数１１６人）。守衛は相対的には減少している。守衛は、職工の増加に比

例して、増加していないことは、職工の取締りの必要性が低くなっているのか、

または、職工が工場の規律になじんできたのかどちらかである。製鐵所が、監
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視という体制から、意思疎通のための懇談会、インセンティブによる職工の管

理に次第に重点を移していった反映であると推測される。しかし、争議が起き

ていることから見て決して、職工を工場規律に押し込めることに成功している

わけではない。

技師、技手の業務補助にあたる筆工、図工は、２倍に増えている。特に、筆

工は増加が著しい。これは、補助的業務をになう階層の必要性は高まっていた

ためとおもわれる。

中下級職員の補助的業務をになう下級補助員の給与は一般にかなり低い水準

である。守衛は、相対的に雇いと接近しているが、給与は低い水準である。ほ

とんどが、２０円以下となっている９）。

２、製鐵所の取締り＝監視：工場労働者の実態

〈工場労働者〉
工場労働者は、時間と空間を切り取られて、切り取られた範囲内において、

経営者の指揮の下で、一定の規律にしたがって労働することを強いられる。間

接的労使関係の下にあっては、親方労働者が徒弟や見習い及び配下労働者の労

働を管理監督するが、直接的労使関係においては、各個別労働者は親方を介在

することなく、直接企業と対峙しなければならない。それだけきめ細かい労働

者管理（取締り＝監視と監督＝管理）をする必要性が高まってくる。

製鐵所は、結合工場として、製銑・製鋼・圧延の生産体系のもとで、発足当

初より、「機械制大工業」という生産組織を持たざるをえなかった１０）。そこで

は、発足の当初より直接的労使関係を基本とし１１）、請負人による職夫の雇用は

請負人が製鐵所に対して雇用関係を結んでいた。職工＝個別労働者の管理は、

製鐵所にとって独自の仕事となったのである。労働者の取締＝監視は、製鐵所

独自に行う必要があった。そのためには、職員が監視機能という役割を持つ必

要があった。ここで、取締＝監視とは、労働者の直接的業務遂行にかかわらな
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い、労働者に対する工場規律の強制をさす言葉として用いることにする。

創立期の製鐵所の職工は、どのような実態であったのか、そこから考察する

ことにする。

〈職工の実態〉
①工場内の移動

職工は自分の与えられた持ち場において、労働に専念することを要求される

が、以下の資料は、職工が自分の持ち場を離れ、取締に関係する職員ではとて

も太刀打ちできていない状況を示している。

「本所職工人夫等ニシテ漫リニ其関係ナキ工場内ニ立入或ハ其ノ付近ニ佇

立シテ操業ヲ傍観スル等不都合ノモノ無之様現場掛員又ハ監視員ニ於テ厳

重取締リ以テ工場規律ノ粛正ヲ期スヘキ旨曩ニ長官ヨリ御諭達（明治３８年

１０月鉄達第７１号）相成居候處近来又々右等所行アルモノ多ク殊ニ海岸繋船

壁付近ニ佇立横臥若クハ徘徊スルモノ夥シキニ依リ取締掛員ヲシテ之カ取

締ヲ為サシメ居候得共何分限リアル人員ヲ以テ稠密ノ取締ヲ為スハ事実困

難ノ義ニ付此際尚又御部下一般ヘ右御諭達ノ旨趣ヲ懇篤御訓示ノ上不心得

ノモノ無之様御措置相成度……」１２）

上記資料では、工場から離れて「海岸繋船壁付近ニ佇立横臥若クハ徘徊スル

モノ夥シ」いと述べている。これは、当時海岸より、職工に向けて飲食物を販

売する行為があったためである。しかし、何故、職場より離れて徘徊するもの

が多かったのであろうか。恐らくは、タスクの調整が出来ていなかったことと

無関係ではないとおもわれる。

労働者は、工場に入れば、その移動は制限され、使用者の統制のもとに置か

れるのが普通であるが、ここに見られる労働者は、その制限から自由であった。

②連続操業にともなう問題、欠勤

製鐵所は、高炉作業をはじめ、連続操業を要請される職場も多いことを特徴
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としている。しかしながら、旧来の生活慣行を直ぐに改めることは難しかった

こととおもわれる。

「三十四年二月事業開始以来同年末及三十五年歳首以前ニ於テ職工多数欠

勤シ為メニ或ハ作業ヲ休止セサルヲ得サルヤモ難斗ヲ憂慮シ別紙写ノ通リ

予告警戒ヲ加ヘ且ツ職工規則第四十二条第五号年末年始ノ五日間ニハ同則

第七十八条ニ随ヒ二分ノ増給モ有之候ニモ拘ハラス猶ホ十分目的ヲ達シ得

サリシヲ以テ臨時人夫ヲ雇上ケ補充セシモ或ル特種ノ任務ニ付テハ到底其

用ヲ為サス随テ職工ノ勤労一層繁劇ヲ加ヘ辛フシテ維持致候当来ノ年末年

始ニ付テモ諭告其他相当ノ方法ヲ以テ予メ十分注意ハ十分致居候モ前実験

ニ鑑ミ候一ハ亦甚タ懸念ニ堪ヘス候就テハ熔鉱炉……」１３）

職工は、いまだ製鐵所操業の連続性も理解していないため、年末年始に出勤

してこない。職工に対して、増給というインセティブを与えても出勤を促すこ

とが出来ていないのである。ここには、インセンティブの効果が発揮されてい

ないことを示している。その補充は「臨時人夫」によって補わざるをえなかっ

た。年末年始に欠勤する職工が多いために、部長名で訓諭を発表し、それらが

将来の昇給にも関係することになることを職工達に伝えた１４）。

製鐵所の操業当初においては、連続操業にともなう生活慣行との対立を緩和

するためのインセティブ給与を施行せざるをえなかった。しかし、その効果も

期待できなかった。一方、その代替としての臨時職夫での対応には限界があっ

たのはもちろんである。欠勤の問題には、インセンティブを強化する方向を打

ち出さざるをえなかった１５）。

③服装規律

「本所職工服制規程」（鉄達第１号、１９０１年１月４日、経理部『諸達及通牒』

明治３４年）によれば、職工は、「就業中職服ヲ着用スベシ」（第１条）とされた。

しかしながら、職服は、職工が自費で調製するものとなっていたため、職工は

定められた職服で通勤して来るものは少なかったようである（あるいは、でき

140 立命館大学人文科学研究所紀要（９３号）



なかった）。

服装規程は、非現実的なもので、実際の現場ではこうした服制は実情にそぐ

わないものであった。特に、高熱重労働の現場では、職工が入手可能で、各自

がもっとも働きやすい服を着用していたようである。保証金の納付もまた非現

実的なものであった。

職工は、また、帽子に、職工であることをしめす、定められた帽章をつける

ことを求められた。しかしながら、これもまた守られなかったことが多かった

ようである。１９０２年部課長会議において、「職工ニシテ帽章付セサルモノハ通

門ヲ許サス」という方針を議論し、その方向が確認されていった１６）。しかし、

「職工中通門ノ際制帽ヲ着セサルモノ往々有之」と述べられていた。「自今帽章

ヲ付セサルモノモノハ通門ヲ許サヽルコトニ取扱候間制帽調査マテハ各自着用

ノ帽子ニ必ス帽章ヲ付」１７）けることを求めた。しかしながら、実際にはこの規

程は有名無実であったようである。製鐵所側は、この規程を厳しく適用した場

合には、「往々事業ニ差支ヲ生スル」ようになったので、通門を許可したうえで、

帽子をかぶってこなかった場合には、罰金として日給の１０分の１を徴収すると

いうことになった１８）。服装規定自体が、製鐵所の思惑通りには進んでいなかっ

た。当初は、職工は帽子の着用や帽章をつけないなど同所の規律になかなかな

じまなかったようである。

帽章や制服を定めるのは、ひとつには職工と臨時職夫などとの区別をする必

要があったためでもあった。職工と臨時職夫との区別を明らかにしないと、作

業上の取扱が難しくなっていたからでもあった。

今泉嘉一郎はこの点を次のように上申している。

「職工職服ニ付テハ夫々規程有之候処其実際ニ於テハ励行困難ニシテ甚シ

ク区々ニ相成リ居リ一見職工タルヤ否ヤヲ認別シ難ク目下創立工事続行之

際多数受負人夫ト殆ント擇フナキノ風体ニシテ取締上差支候モノモ有之候

条可成実施ノ励行シ易キ調製費ノ低廉ナル地質等トシ且ツ職工ノ階級ニ依

リ一見認別シ易キ服制ト致度左ニ卑見ヲ陳へ此段上申候也」１９）
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今泉は、また定められた職服が必ずしも職工の賃金水準などにふさわしいも

のではなかったことを指摘している。必要性を認めながらも、現実的に対処し

なければならなくなっていたのである。

服装の規定は、守られない状況が持続していたようである。たとえば「職工

ノ服制ニ付テハ規程実施以来通用門ニ於テハ間断ナク警告ヲ加ヘ取締為致居候

得共尚未タ其跡ヲ絶ツニ至ラズ之カ励行ヲ期スル為メ通用門ニ於テハ予告ヲ與

ヘ自今服制違反者発見次第無容赦厳重處分可致筈ニ候得共尚貴下職工一般ニハ

此際無洩御注意相成候様致度為念此段及御通牒候也」２０）と１９０６年になっても、

職工の服装取締には手を焼いていたのである。

④物品の窃盗

職工が、工場の中にある道具、器具をひそかに持ち出そうとする行為が頻々

と起こっていた。守衛の身体検査の際にそうした持ち出し行為が発覚していた。

「過日来本所職工人夫退門ノ際身体検査ヲ施行シツヽ有之候処種々ノ物品

ヲ被服ノ内部或ハ弁当容器等ニ隠匿シ窃ニ持出サントスルモノ続々発見致

居候右ハ何レモ現場ニ散乱又ハ設置ノモノヲ拾得窃取シタル旨申立候斯ノ

如キ不都合ノモノ多数続出スルハ畢竟不取締ニ基クモノト思料セラレ候条

通用門ニ於テハ一層取締励行可致ニ付現場掛官ニ於テモ職工一般ヘ右等不

正ノ行為無之様懇ニ御示達ノ上厳格ニ取締相成候致度若シ爾後右等発見ノ

際ハ容捨ナク警察官ニ引渡可申ニ付豫メ御承知置相成度此旨及御通牒候

也」２１）

さらには、工場で材料を用いて加工した道具、金属類を持ち出す事案も頻々

と起こっていたため、職工の退出の際に検査は重要な取締事項の一つとなって

いた２２）。

「本所内ニ於テ私物ヲ作製シ又ハ窃ニ物品ヲ所外ニ持出サントスルモノ取

締方ニ付テハ予テ厳重ニ御取締有之候コトニ依ルヽ共仍ホ職工人夫間ニ於

テ其跡ヲ絶タサルノミナラス近年漸次増加ノ傾キアルハ頗ル遺憾ノ次第ニ
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付此際各部下職員職工ニ対シ○○○ヲ加ヘラレ若シ犯スモノハ容捨ナク相

当厳重ノ処分有之段依命此段及通牒候也」

この資料には窃盗品の内訳が、書き上げられている。１９０９年６月から１２月ま

での私物作製物、窃盗品が書き上げられている。私製のものは、６３件とあり、

その他２３件を含める合計８６件が摘発されている。その内訳は小刀、アルミニウ

ム杓子、文鎮、金尺、コンパス、リベットなど多種類にわたっている。また、

持ち出そうとした物品は２０件ほか１２件合計３２件である。中身は、リベット、帆

木綿、なめし革、麻、スコップなどこちらは日用品に使用せんとしたものと推

測される。取締りのため、通用門付近で破棄されたもの２６件と報告されている。

これらをすべて合計すると、半年で１４４件が摘発されたことになる。

わずかに半年のあいだにこれだけ、工場からひそかに持ち出される物品が摘

発されているのをみると、監視をすり抜けた物品もふくめれば、その数は相当

に上っていたものと思われるのである。

いずれにしても、工場内の部品、材料およびそれらを加工した物品の職工に

よる持ち出しが、少なからずあったのである２３）。工場は集中的監視がきくとは

いっても、部品材料の盗みおよび部材を私的に加工した製品の盗みは、防ぐこ

とができなかった。「工場制の定着」２４）は決して容易ではなかった。

⑤工場内での飲食

職工は工場内で、食事時間外に、飲食をすることがたびたびあったようであ

る。１９０６年庶務科の通達によれば、

「近時構内ニ於テ左記ノ所行ヲ為スモノアリテ工場ノ紀律行ハレス不取締不

少候条厳重監督ヲ加へ現行為発見ノ場合ハ差置カス相当ノ措置相成度此段及通

牒候」として、制服、制帽を着用しない例などをあげたうえで、２、３に次の

ような例を挙げていた。

「二 工場内ニ於テ紋引ト称ヘ多クハ飲食ノ料ニ各自ノ所持品ヲ賭シ一口

拾銭或ハ二十銭ノ富鬮類似ノ不正行為ヲ為スノモノアリ
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三 職工ニシテ弁当以外ノ飲食物ヲ持込ミ又ハ祝祭日ニ方リ各工場ニ於テ

最寄飲食会ヲ催シ飲食ヲ好マサル職工ニ加入ヲ強ヒ不必要ノ出費ヲ為サシ

ムルコトアリ

四 飲食物其他ノ物品ヲ売買スルモノアリ」２５）

以上のべたように、近代的な工場労働者は、空間的時間的に資本（経営者）

の指揮、監督の下で、定められた職場で、企業の所有する労働手段を用いて労

働対象に対して働きかけることによって、製品を産出することを強いられる。

しかも、労働者に対して、労働者の工場内での身分を識別するための帽章、服

装を強制された。職服、帽子については、職工自身の費用であつらえなければ

ならなかった。こうした工場規律に、職工＝労働者にはかなり抵抗もあったの

ではないかと思われる。

３、守衛の役割

〈職工取締＝監視としての守衛〉
課業も標準化されておらず、したがって、また作業の定員も不明確な段階で、

近代的労働者規律に、職工がなじんでいなかったときに、それを職工に強制す

る役割を担ったのが、守衛であった。

守衛は、職工規則に先立って、「守衛採用規程」（１８９７年６月２４日制定）２６）が

制定され、これに基づいて採用されていった。１８９７年６月には、「守衛勤務仮

心得書」２７）が作られ、１年後には、「守衛服務心得」２８）が作成された。守衛の任

務が明確にされた。守衛は、当初財務部に所属していたが、その後庶務部の管

理に属した。守衛の任務は以下のように定められた。

「一、構内並庁中ヲ巡邏警査スルコト

一、構内材料諸品ノ保全ニ注意シ職工夫等ノ動静ヲ監視スルコト

一、来庁者受付ノコト
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一、小使給仕ノ職務ヲ監督スルコト

一、構内並庁中清潔法ニ関スルコト

一、出火其他非常ノ時警鐘等取扱ノコト（第１条）」

製鐵所構内の巡邏警査とは、構内における警察的な取り締まり事項である。

当時、構内には、警察の派出所も設置されていたから、それらと連携しながら

構内の取締りにあたっていた。

さらに、材料など部品材料にかんする保全にも注意を喚起することを求めら

れた。ただ、倉庫の材料管理と保全については、看守という職種を設けること

によってその任務が分化していった。

守衛は、小使給仕を監督し、彼らを指揮しながら任務の遂行にあたっていた。

守衛にとって、日常的にもっとも大事なことは、通用門における職工の監視

であった。また、来庁者の受付など、製鐵所を空間的に地理的に、日常世界か

ら区別するうえで、もっとも大事な業務となっていた。

その他、衛生、火災など非常時の対応にも守衛の職務は重要な意味合いを

もっていた。

〈職工と守衛〉
守衛にもう一つの重要な業務は、職工、職夫の「動静ヲ監視」することで

あった。すでに、述べてきたように、創立期製鐵所の職工は、近代的な工場規

律になじむことはできず、様々なトラブルが起こっていたから、職工の動静を

監視することは製鐵所の重要な業務となっていた。また、社会主義的な思想の

流入にも目を光らせる必要があったのである。

職工に対する製鐵所の見方を示す資料として興味深いのは、職工規則（１９００

年１２月文達２８１号長官達）制定に先立って、製鐵所内部で検討された職工規則

の草案である。この草案の中には、製鐵所が職工をどのように見ていたのかを

示す興味深い内容が含まれている。それは、守衛を通じて職工をなぜ厳重に取

締らなければならないかという考え方を反映しているからである。
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第１読会案と第２読会案と検討され、最終的に職工規則に収斂していったの

である。この３つの間にはいくつかの異動があるが、われわれが注目するのは

第１読会案である２９）。第１読会案は、１８３条にもおよぶ条文で、職工に対する

規則を事細かに規定しており、決定では削除された条項や規定が数多く存在す

る。それだけに、第１読会案は、また職工に対する見方を包括的に示すものと

なっているからである。それらは、職工に対する製鉄所の見方の原型を知るこ

とができるのである。

第１読会案では、職工を監視する監視官という制度を提起していた。これは、

後に現実になるものであるが、ここではまず第１読会案の「監視官」がどのよ

うに考えられていたのかを考察してみよう。第１読会案では下記のようになっ

ていた。

第４条 各工場ニ工場監視官及物品監守ヲ置キ職工ノ出入服務動作ヲ監

視シ又ハ工具及被服給与品出納ニ関スル事務ヲ掌ラシム

第４８条 本所各工場ニ数名ノ工場監視官ヲ置ク 工場監視官ハ主管部長

部員ノ内ヨリ之ヲ命ス

第４９条 工場定雇職工ハ其所属工場ノ内外ヲ警守シ職工ノ出入服務及動

作ヲ監視ス

第８３条 工場監視官及守衛若シ工場ノ内外ニ於テ刑事犯罪者アルコトヲ

発見シタルトキハ直ニ其旨ヲ経理部庶務科ニ通知スヘシ 犯罪者若シ職工

ナルトキハ前項ノ通知ヲ為ス前其旨ヲ主管部科長ニ通知シ必要ナリト認ム

ル場合ニ於テハ其ノ許可ヲ得テ就業ノ停止ヲ命シ又ハ必要ナル処分ヲ為ス

コトヲ得

第８５条 本所職工若シ職工服務ニ関スル規程其他本則ノ規程ニ違反シタ

ルトキハ工場監視官ハ所属部科長ノ許可ヲ受ケ相当ノ処分ヲ行フコトヲ

得」

監視官あるいは看（監）守によって、工場内の部品材料の管理をおこない、

職工の「出入服務動作」を監視することにした。そして、工場ごとに、部長の
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任命する監視官（職員とおもわれる）が職工を監視すると同時に、定雇職工に

「出入服務及動作ヲ監視ス」する任務を負わせた。職員による監視と定雇職工

による監視が想定されていた。第４９条のように、定雇職工には、それ以外の職

工に対する製鐵所より一定の取締りの期待がかけられていた。上記の監視官は、

職工が規則等に違反した場合には、部科長の許可をうけ「相当ノ処分」を行う

権限をもっており、職工の生殺与奪の権利をもっていたようにもおもわれる。

現場の監視官は、職工の経歴、動静、作業などについて、きめ細かく考察し、

それを所属の部科長へ報告する役割を担うことを想定されていた。この監視官

は、１９００年職工規則の制定段階では、実現しなかったが後にそれは実際に形を

とって現れてきた。

第１読会案では、職工は、工場内の部材を持ち出すことを防ぐために、監視

官または職工によって身体検査を常時行うことになっていた。

第５６条 職工ハ終業又ハ交替ノ号音ト共ニ準備ヲ為シ一定ノ場所ニ於テ

身体検査其他携帯品等ノ検査ヲ受ケ面着札授受場ニ面着礼ヲ返付シ職札掛

場ヨリ自己ノ職札ヲ受ケ取リクル後出門スヘシ

第５７条 職工ハ検査場ニ於テ号令又ハ指示ニ従ヒ○列ヲ為シ検査ヲ受ク

ヘシ 職工ノ検査ハ工場監視官ノ面前ニ於テ○○○○○ニ従ヒ職頭又ハ職

工組長之ヲ行フ

第５８条 身体検査ニ際シ官物ヲ蔵匿セルコトヲ発見シタルトキハ直ニ物

品及職札ヲ没収シ本人ヲ守衛詰所ニ引致シ相当ノ処分ヲ行フヘシ

第６２条 工場監視官ハ○○必要ト認ムル場合ニ於テハ当該部長ノ許可ヲ

受ケ何時ニテモ職工ノ身体検査ヲ行フコトヲ得

ここでは、職工は、主体的に労働をおこなう近代的工場労働者としては認識

されておらず、工場内の物品を持ち去り、規則違反を繰り返す労働規律を身に

着けていない未教育の労働者として、製鐵所によって考えられていた。

製鐵所は、職工を常に監視の対象とし、すきあらば、工場内の部材を盗み出

し、怠業に及ぶものと考えていた。「人間」としての信頼関係の上に、相互に対
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等な雇用関係を成立させる主体とは見られていなかった。したがって、職工の

採用にあたっても、厳しい保障条件を求めていたのである。

採用に際して、誓約書の提出、身元保証金の納入などを求めるなど、現実に

は当時の職工にとっては困難な条件をつけることもおこなっているが、身元保

証金の納付などは難しかったようである３０）。

製鐵所の職工に対する見方の一端を上記の記述で理解されるであろう。実際

に、職工を製鐵所の監視の対象としなければならないような事態が起こってい

たことも、〈職工の実態〉で述べたとおりである。

〈守衛の制服、帽子〉
職工、臨時職夫と守衛を区別することは、監視と規則への服従を強制するた

めには、不可欠であった。しかも、守衛は職工を圧倒する権威を見せ付けるこ

とによって、職工を威嚇、強制する必要があった。そして、守衛は、製鉄所内

ばかりでなく製鐵所の外に対しても常に監視の目を光らせておく必要があった。

守衛は、「服務中ハ制服着シ庁外ニ出ルトキハ必ス着帽スヘシ」３１）（第７条）と

されていた。「守衛給仕小使被服規則」３２）により守衛巡視給仕小使は、制服を

貸与され、着用が義務付けられた。靴料が支給され、制服着用のときは靴を履

くことを義務付けられた。

さらに、守衛長は特殊な役割を要請されて、制服もかなり異なっていた。

「多数ノ守衛ヲ監督スルニハ紀律上守衛長ニ一定ノ服装ヲ為サシメ其勤務

ヲ監督セシムルノ必要アルノミナラス構内又ハ工場ニ於ケル種々ノ出来事

アルニ際シ或ハ職工人夫ニ対シ直接取扱ヲ為ス場合等之レカ一定ノ徽章ア

ル服装ヲ為シ厳正ヲ保ツハ勿論ノ儀ト存候」３３）

しかも、守衛長は、職位についても、雇と同じ位置づけになっていた。

〈守衛規則の制定〉
１９０１年には「製鉄所守衛規則」３４）に制定された。それによると以下のとおり
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である。

①採用の基準は、試験採用を基本とするが、以下の場合は、体格検査に合格し

たとき直ちにこれを採用するとなっていた。

一、判任官以上

一、陸海軍下士官以上の現役満期

一、陸軍兵卒現役満期

一、巡査、監獄看守の精勤証書を有する者

一、公立尋常中学校３年以上修業

一、本所守衛であったもので精勤証書を有する者

守衛は、職工と異なり、学力基準からいえば、中学校３年以上の学力が求め

られていたから、雇と同じ程度の学力を要求されると同時に、巡査、監獄看守、

陸海軍下士官以上という特殊な職業についていたものが、採用基準となった。

②守衛の任命権は経理部長がもつ（第１２条）。

③満３ヵ年の職務勤続の誓約書を提出すること（第１４条）が求められた。つま

り、一定期間の継続的勤務を求められた。

④月俸給１５-９円（第１５条）（職工規則と対照せよ、それほど高くない）。ただし、

１級を超えて２０円まで上昇することがある（第２１条）。３級以上の俸給を受け

るものは１年経過しないと昇給しない（第１７条）。ここで、注目するのは、給与

の形態は、職工のように日給ではなく、職員と同じく月給制をとっていたこと

である。

⑤給仕小使を指揮・監督して掃除など所内の清潔を保つ（第６３、６４条）

⑥守衛長は経理部庶務課取締掛の内から任命された（第３９条）

以上のように、守衛の場合には、採用基準において、前職が陸海軍出身の特

定の経験者、巡査監獄看守など特殊な職業を採用基準とした。また、学歴基準

では、中学校３年以上と雇と同等の学歴が求められた。そのうえ、３ヵ年以上

勤務継続の誓約書という他の職種にない誓約書の提出も求められた。
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〈通用門規程〉
近代的工場は、空間的に市民社会から工場を遮断しなければ、成立しえない

のである。その最前線にたっていたのが、守衛であった。

職工は、職札（あるいは門鑑札）を定められた通用門から出入するさいに投

函あるいは一定の場所に懸けることによって出欠管理された。開門時間が定め

られてそれ以外には特に定められた者以外は通用門の出入りを禁じられた３５）。

この通用門の出入りの規則は、臨時職夫、雑人夫、工事運搬人、請負人など

にも適応され、すべてがここでチェックされる仕組みになっていた。職工以外

の請負人の下で、働く者は、請負人が監視、管理して通用門の出入りを監視し

た。職札は、人数分を請負人がうけとり、それを臨時職夫、人夫などに配布し

た。

また、職工の出入りの際には、必要に応じて身体検査がおこなわれ、物品の

持ち出しなどが厳しくチェックされた。しかし、守衛による職工にたいする通

門チェックはなかなか困難であり、一度に多数の職工が集中する時間になると

混雑をきわめ、混乱していた。実際の通門状況について報告したものによると、

「職工入場ノ義ハ工場仕業交代ニ付申継等ノ必要アルヘキモノトシ便宜午

前午後共五時ヨリ六時迄ハ入場セシメ六時ノ号音終ルト共ニ通用門ヲ一旦

閉鎖スルモ其退出時刻ニ至テハ六時ノ号音終リタルトキニ於テ各自始メテ

各工場ヲ離レ退出ノ途ニ就クヘキモノト積極厳格ニ解釈実行シ来リ候処従

来ノ経験ニ依レハ六時ニ五分乃至十分甚シキニ至テハ十五分前已ニ工場ヲ

退出セシムルヨリ其職工ハ常ニ本事務所ヨリ通用門ニ至ル途上ニ於テ三々

五々徐歩シテ号音ヲ待チ漸ク其初声ヲ耳ニスルヤ直ニ駆テ通用門ニ至リ競

フテ入門番号札ヲ投函セントスルノ弊風有之候右等ノ義ハ取締上混雑ヲ生

スルノミナラス甚タ不規律ノ所業ニ付従来工場ニ向テ再三ノ注意ヲ促スト

雖モ顧慮セラレザルモノヽ如ク遂ニ今日ニ及ヒ来レリ」３６）

この報告によれば、職工は、６時の作業終了前に工場を出て、門が開くのを

待ち構えていて、通用門に殺到して、混雑を極めていた。この報告では、職工
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は作業時間を６時までと厳格におこなってきたが、それができていないこと、

工場に対して再三注意しても実行できていないことなども報告されている。混

雑する中では、守衛の職工に対する監視もかなり難しかったとおもわれる。こ

うした状況は、創業から１０年以上たった１９０６年においても、続いていたことに

なるのである。

〈工場監視員の設置〉
工場監視員については、職工規則を制定する際に、第１読会案のなかで、考

えられていたが、職工規則の中では、ついに実現することがなかった。しかし、

１９０４年になると工場監視員という制度が制定された。１９０４年８月１２日部課長会

議において、「守衛ヲ増置シ工場内ヲ巡視」して、工場監督を強化する施策を打

ち出した３７）。従来、工場内は守衛の監視は、行われていなかったが、守衛の巡

視が開始された。その理由は、日露戦争にともなう、増産要求の中で、職工に

対する需要が増加し、製鐵所内の規律も新たな職工が増加して、規律が弛緩し

たという事情があったと予測される。

「工場内外ノ取締ヲ励行セシムル為メ監視員若干名ヲ本所守衛定員ノ中ヨ

リ撰抜シテ之ヲ専務トシ尚ホ監視員ノ勤務ヲ督励セシムル為メ監視長若干

名ヲ置キ守衛長ヲシテ之ヲ兼摂セシメ」３８）

上記の資料に明らかなように、工場監視員は守衛の独自の仕事から切り離し

て、工場の取締りに専業するためのもので、そのために守衛の定員がさかれて

いた。また、監視長は、守衛長が兼務することになった。守衛はかなり広範な

業務をおこなっているが、ここに工場取締りの専業の任務が切り離されて強化

された。

ここで注目されるのは、「工場内外」という語句にも見られるように、監視員

は、工場内の作業の監視ばかりでなく、工場外の監視もその任務とした。

工場監視員は、「一定ノ服装ヲ為サシメ工場内外監督上厳正ヲ保」ち、その識

別を容易にするため、「服制ハ左記帽章及肩章ヲ除クノ外渾テ現行守衛長ノ服
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制ト同一ナラシメ」た３９）。工場内外における監視を強化するために、守衛と同

じ服装をした監視員が跋扈することになった。

こうした工場監視体制は、日露戦争の勃発という背景が充分に考えられるが、

その後監視の環境は長く製鐵所に敷かれることになった。

守衛長、監視員は同じく取締り掛員であるが、監視員は専ら工場の取締りに

従事し、守衛長は「取締ト同時ニ一般守衛ニ対シ指揮監督者トシテ之レニ臨

ム」という性格をもっていた。守衛と職工は「往々見誤」ることがあるので、

「守衛ノ服装ニハ相当ノ装飾ヲ施シ職務執行上相当ノ威厳ヲ保タセル必要」が

あるとされたのである。

一般守衛は構内取締り、監視員は専ら工場内を監視するものである。両者は

同等の地位にあるが、監視員はあたかも守衛の上位にあるように考え、監視員

が守衛を指揮監督するかのように考える者があった。そこで、両者の「反目嫉

視」さえまねいているので、服制を同等にすることになった４０）。

しかし、監視員もそれほど、充分な監視体制をとっていたわけではなく、実

態は、かなりルーズであったようである。製鐵所は、０４年日露戦争が勃発し、

軍需の急増に応えて、操業の急拡大を要請されていたが、その実態は憂慮する

べきものであった。中村長官は、夜間視察をした際に、部課長会議に次のよう

な報告をし、訓示している。

「夜間ノ操業ニ就テハ豫テ実況ヲ視察シ度ク思ヒ居タルカ昨夜三時ヨリ五

時半マテ巡視シ視察ヲ遂ケタリ今其実況ヲ述ヘンニ監督員ノ睡リ居ル者頗

ル多ク甚シキハ外套ヲ被リ横臥熟睡スル者アリ如此ハ何事カ起ルモ容易ニ

覚知スルヲ得サルコトヽ信ス又職工ニ於テモ睡リ居ル者多キヲ認メタ

リ」４１）

夜間における労働規律の弛緩状況を打破するため、部課長に対して、夜間巡

視を「月数回」は行うように求めていた。

その後、監視員という名称も廃止され、守衛に一本化された。しかし、監視

員制度の任務は守衛が担うことに変わりはなかった。監視員の名称は廃止され
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ただけで、守衛は工場内の職工監視の役割を担っていた４２）。

〈職工の生活監視と守衛〉
製鐵所の福利政策の重要な構成要素のひとつが住宅であった。時里奉明の丹

念な研究によれば４３）、製鐵所の住宅政策は、職工の移動を防ぎ、長年にわたっ

て、製鐵所において熟練した技能をつなぎとめるための福利厚生政策であった。

しかも、この住宅政策自体が、製鐵所職員、職工の差別と階層的秩序を表現す

るものとして機能していたと、指摘している。

時里の指摘は、その本質をついたものとして、理解することができる。しか

し、この住宅政策は福利政策の一方で、製鐵所の労働者の生活監視政策として

の意味があったことも指摘しなければならない。本項では時里があまりふれな

かったこの点に焦点をあて、その担い手として守衛の役割を明らかにしてみよ

う。

時里が指摘するように職工規則のなかに官舎の規程が設けられている。

それによれば、部長が職工の官舎への居住を認否する権限をもち、部長は、

官舎居住者の中から「舎長」を選定し、居住者が遵守するべき規程に違反しな

いように、注意するものとした。「舎長」は、いわば居住者に対する取締的職務

を委託されていた。また、「製鐵所職工官舎居住心得」（１９０１年２月）４４）によれ

ば、その内容は、職工の日常生活に対する取締的な色彩がきわめて強いもので

あった。

①官舎からの移転については、非常に厳しい制限があった。移転の「事由ヲ詳

記シ舎長連署ヲ以テ其部官舎主任ヲ経主務部長ノ許可ヲ受クヘシ」（第４条）

②外来人の止宿または寄留は、親族にかぎり、乙種官舎においては、それは全

く許可されなかった。３日以上の止宿または寄留には守衛長または舎長の許可

を必要とした（第５、６条）。

③居住者の願書は舎長の連署を必要とした。

④「官舎区域ノ取締及警戒上必要ナル事項ニ付テハ守衛長ノ措置ヲ受クヘシ」
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（第２３条第８項）とあり、官舎区域の取締警戒の責任は、守衛長がおっていた。

このように、職工は、製鐵所から住宅を貸与されるかわりに、部長によって

選出された「舎長」と守衛長によって、監視される生活に甘んじなければなら

なかった。

「製鐵所職工官舎居住心得」にかわって制定された「製鉄所職工長屋居住規

則」４５）（１９０８年２月推定）、においても、この基調は全くかわりなかった。その

取締の姿勢は、所管が変わり、各部から庶務課雑事科に移管され、中央集権的

組織になり４６）、より整備されていった。

①「第３条 職工長屋ノ警戒及取締上ノ必要ニ依リ職工長屋約壱百戸ヲ管理

区域トシ一人ノ取締掛員（守衛長若ハ監視員）ヲ配置ス」

「第８条 取締掛員ハ其ノ受持管区内ノ安寧秩序ヲ保持スルコトニ努メ居住

者ニシテ官舎又ハ職工長屋居住ニ関スル諸規程命令等ニ違背スルモノナキヲ常

ニ監視スヘシ」

とあるように、１００戸をひとつの単位として取締掛員をおき、職工の動静を

監視したのである。２５戸に１人の舎長をおいた（第３８条。）

②取締掛員は、毎月２回受け持ち区域内の家屋、道路、井戸、溝渠、播壁な

どの異常がないか、「家屋内ノ不潔且ツ不取締」がないか巡視監督した（第９

条）

③また、無届止宿又は寄留者がないように戸口調査をおこなって庶務課に報

告するようになっていた。外部からの侵入者に対する警戒をより深めていたの

である。

④取締掛員は、受け持ち管区内の会長に、製鉄所の発する諸規定命令等を管

区内の舎長に伝達し、居住者一般に周知徹底せしめる。

⑤職工長屋内の外来人の止宿又は寄留者は親族に限定され、合宿長屋は外来

人の止宿又は寄留は禁止された（第２０条）

守衛長は職工長屋の舎長、監視員と一体となって、職工の生活区域への監視

をより組織的に行うようになったのである。
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守衛、守衛長は、工場内の職工の取締り、監視にとどまらず、職工の生活領

域にまで、監視の網の目を広げていた。住宅政策は、職工の定着を促し、職工

を確保するための福利政策ではあったが、同時に労働現場ばかりでなく、生活

の場まで支配する製鐵所経営のもう一つの側面を表すものであった。その先端

にたっていたのが、守衛長であった。

〈給仕小使〉
守衛の指揮命令のもとで、職務を遂行する「傭人」が給仕と小使であった。

給仕、小使の採用罷免は財務部長の権限に属し、年齢を下記のように定められ

た４７）。

給仕：年齢１２才以上１５才以下

小使：２０才以上４５才以下。

小使は当初は、服制が定められていなかったが４８）、のちに守衛の服制が定め

られると同時に、服制が規定された。

「給仕小使職務之心得」４９）によれば（摘記）、

「一、給仕小使ハ庶務部ノ管理ニ属シ守衛取締ノ指揮ヲ受クヘシ

一、給仕小使ハ昇庁時限三十分ニ出勤シ午後退庁時限後ハ用務ヲ了リ次

第退出スヘシ

一、小使ハ三名宛輪番ニ宿直スヘシ

一、給仕ハ特命アルノ外休暇日ハ休務スルコトヲ得

一、小使ノ内毎日三名ハ庁内ノ雑務ニ従事シ二名ハ外使ヲ担任シ一名ハ

庁内及便所等ノ掃除ヲ担当スヘシ（但以下略）

一、飲料水ハ指定ノ場所ヨリ毎日必ス汲採リ他ノ使用水ト混合セサル様

注意スヘシ

一、給仕小使願届等ハ総テ守衛取締ヲ経由庶務部ニ差出スヘシ」

彼らは、庶務部の管理のもと、守衛の指揮命令にしたがって、仕事をした。

仕事は雑務のようなことが多かったようである。給仕の採用年齢は低く、小学
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校を卒業して、製鐵所給仕となった。つまり、見習い的な職種であった。給仕、

小使は、当初一定の年齢制限をもって採用していたが、応募者が少なく適切な

者を採用することがむずかしい場合は、「年齢制限ニ拘ハラス」採用した５０）。

給仕、小使とも定員が設けられていて、その範囲内で、各職場に配置された

のである。１９０３年の定員は、給仕定員２５人、小使定員２９人であった５１）。

〈小者規程の創設〉
傭人に含まれるものとして、守衛、助手、看守、筆工、図工及び諸職工は、

「賞罰等身分取扱上ニ関シテハ一定ノ規程」があったが、「傭員以下給仕、小使、

経師職、看護手見習並ニ諸傭夫等小者」については「一定ノ規格無之取扱区々

ニ渉リ統一ヲ欠」いていたとして、「小者規程」が定められた５２）。これにより、

従来傭人とされていた者と小者とされる者に一定の線引きがなされたのである。

ここでは、従来「傭人」とされてきた者が「傭員」という名称に変わっている

ことも注目されるが、その意味は従来の傭人と異ならない。

給仕、小使いについては、創立当初に規程があったので、この記述は正確の

ものとはいえないが、問題は「傭人」とされていたものから、給仕、小使い、

看護手見習い、傭夫という範疇が「傭人」からも排除されていったことである。

彼らは、職員という範疇からは排除され、下級補助職員からも、職工からも排

除されていったのである。「くろがね」（１９１９年１２月１５日、第８号）に掲載され

た、職員構成においても彼らは、職員、職工どちらの範疇にも入らないものと

された。すなわち、この小者規程は、職員の範疇をほぼ確定するものとなり、

従来最下級の給仕、小使いなどは、職員から排除されることによって、職員の

範疇を明確化したのである。

小者規程よれば、その採用資格は、「行状方正」「身体強壮」という一般規程

と年齢規程であった。給仕は、満１２歳以上１６歳未満、その他の小者は、２０歳以

上４５歳未満に定められたのである。学歴は問わない職種となったのである。

「小者ハ其使途ニ応シ試験ノ上採用ス但シ本人ノ履歴ニ徴シ試験ヲ為サス採用
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スルコトアルヘシ」（第３条）

小者規程の施行に伴い、「給仕小使採用規程ハ」「廃止」された。こうして、

下級補助職員からも排除された最下層の従業員層が創出されたのである５３）。

〈製鐵所における取締りの事例〉
実際どのような取締＝監視がなされていたのか、よくわかっていない。そこ

で、実際にあった事件をとりあげて、取締に際して守衛、職員がどのように対

処したのか、その結末は、どのようであったのかを１８９９年９月３０日暴行事件を

例にとって検討してみよう。

９月３０日午後２時３０分ごろ、送風機東側で、女性に「戯レ」ている職工３名

を守衛Kが発見し、制止しようとしたところ、杉丸太をもって殴りかかり、首

を打ち、さらに金棒をもってうちかかってきたため、休憩している守衛に応援

を頼んで取り押さえようとした。Kは、M書記に急報した。M書記は職工の取

締人をつれてくるように命じた。そのとき、M書記は、入札施行中であり、す

ぐに行くことができなかったのである。休憩中の守衛３名とM書記は現場に

むかったが、すでに暴行者は、逃げてしまっていたのである。

現場に向かう際、３人の守衛は、K守衛に同行をもとめたが、Kは「行タリト

テ取押ヘハ迚モ覚束ナシト申シテ行カサルニヨリ再三勧誘スルモ行クコト不能

ト云ヒ断乎トシテ動カサルヲ以テ愈（M）書記ニ従ヒ庶務課出発ノ際……K守

衛ニ対シテ君ガ行カザレハ暴行者ノ面体モ文明ナラザル故是非同行致シ呉レヨ

ト強フルトモ到底同行スル模様ナキヲ認メ止ムコト得ス」そこで、仕方なく、

M書記と守衛３人で探索したが、３人の暴行者を発見することができなかっ

た５４）。K守衛は、職夫＝暴行者を恐れてか、頑なに犯人の特定と拘束を躊躇し

たようである。

暴行者３名は朝日商社という請負企業の雇っていたものであることが判明し

た。請負人である朝日商社は、「始末書」を製鐵所側に提出した。女性は、暴行

者の一人の顔見知りであったようで、女性のもっている傘の柄に手をかけたと
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ころを、K守衛に注意され、逆上して打ちかかったようである。暴行者３名は

「非常ニ酩酊致居三名均シク大声ヲ発シ彼是暴言ヲ吐キ甚タ不都合」の有様で

あった。K守衛に対する行為についても、朝日のほうもそれを押さえつけよう

と「苦心」したが、果たすことができなかったようである。１名の暴行者に対

しては、「将来工事ノ妨ケ不相成様説諭」し、確保している。しかし、２名につ

いては、色々尋ねたが身を隠してしまった（逃亡してしまった）とのことであ

る５５）。

これは建設期のひとつの典型的なトラブルである。取締りには守衛があたり、

守衛を事実上指揮する書記が、守衛で処理が困難な場合には登場する。M書記

は、製鐵所の本来の業務にあたる一方で、現場の取締りの最前線にたっていた

のである。事件が起きて拘束しようとしても、犯人は、逃亡してしまい、守衛

にも手におえない事件が続発していたことをうかがわせるのである。

４、職員補助現場掛員：助手

〈助手の創設〉
直接的労使関係を導入したことによって、職工を把握するために、現場の情

報を集め職員に報告し、技手を補助する下級職員助手が必要になった５６）。

操業を開始するまでの製鉄所は、建築現場にほかならない。したがって、助

手は通常の職工、職員の雇用形態とはことなる。当初、工務部にかぎって作ら

れた身分であった。

「今般工務部主管ノ傭夫定夫等ノ名称ヲ助手ト改称ノ義相伺候処朱書ヲ以

テ御命示ノ次第モ有之候得共右ハ全ク普通ノ職夫トハ相異リ専ラ現場監督

官ノ手伝及検査官ノ手伝等ニテ官吏ノ事務ニ従事スル雇員ニ準スルモノニ

シテ事務費ノ支弁ニ属スルモノニ有之其性質上従来ノ如ク傭夫定夫等ノ名

称ニテハ取扱上不都合ニ付此際助手ト改称致シ度義ニ有之候元ヨリ純然タ

ル諸職工人夫等ニ迄用ユベキ義ニハ無之候」５７）

158 立命館大学人文科学研究所紀要（９３号）



現場を監督する手伝であり、雇員に準ずるものとして設定された。もっぱら、

判任官以上の官吏の業務を補助するための事務をとりおこなうものとして位置

づけられた。

守衛、助手、看守の採用の際には、氏名、生年月日、職名を文書課と合議の

うえ採用し、身元引受人を必要とした。解職の場合も氏名、生年月日、職名、

その理由を文書課に通知することが求められた５８）。しかしながら、助手の傭役

については、日給３０銭以上１円以内については工務部長、製銑部長、製鋼部長、

製品部長、監査課長の権限に委任されていたのであり５９）、作業のあり方にした

がって、部長が低い給与の助手については、採罷をおこなっていたと思われる。

したがって、いわば子飼いのような関係になっていたのではないかと予測され

る。

助手という名称の可否についても、検討されていたようであるが、「職夫」と

いうには不適当であるということから「助手」という名称として落ち着いたよ

うである６０）。

こうして、助手は、職工ではないが職員でもなく、職員の指示のもとに事務

的な労働に従事するものとして設置された。

工務部で最初に採用された助手は、金１円以下で工務部長が「採罷」を決定

できることになった６１）。助手はあくまで、技師及び技手の補助的業務を担当し

たから、その採否も部長権限に属するものとされたのであった。各部が独自に

そうした職位を設定するということは、各部の独立性＝自律性の高さを意味し

ていた。

そして、工務部に設置された助手はその後製銑、製鋼、製品各部においても

工務部と同様制定されることになった６２）。１９００年８月、監査課が置かれたこと

により、分析、物件検査などで助手が必要になり、監査課にも助手をおくこと

になった６３）。

助手という職位は、工務部に始まり、各部に設置されていったのである。つ

まり、一定の協議をへて合意のうえで、設置された職位ではなく、工務部が長
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官に上申し、許可され、それが各部、課に反映されていった。雇に順ずるもの

とされていたから、学歴などは一般には高かったようである。しかし、助手は、

成立の経緯からも明らかなように、採否について各課部長の裁量に基づく面が

強かったのである。

「製鉄所助手及看守規則」（１９０３年１２月２６日、１９０４年４月１日施行）６４）が制定

され、職位、職務の性格が明らかにされた。

工場及び工事現場、その他作業事務に従事させるために、各部課に助手をお

くと定められた（第１条）

看守は、倉庫品の出納、保管及運搬監督に従事するために、経理部倉庫科に

置かれた。

助手看守は試験で採用されるが、以下の場合は試験をせずに体格検査で採用

できる。判任官以上、陸海軍下士以上で現役満期者、陸軍兵卒で現役満期とな

り又は戦時召集を解除された下士適任証書を有するもの、巡査または監獄看守

であったもので精勤証書を有するもの、公立工業学校及び商業学校若しくは工

手学校及びこれと同等以上の学校卒業証書を有するもの、官公立中学校３学年

以上を修業しその証明書を有するものとされた。

年齢についても２０歳以上４５歳未満とされていた。また、給与は日給であり、

１級８０銭から１２級２５銭まで１２等級に分けられ、職務精励または特殊技能がある

ものは日給１円まで支給された。助手看守は、「現場掛員」と位置づけられて、

「現場掛員服務心得」を遵守することを求められた。

学歴基準採用の場合は、ほぼ雇と同じであるから、雇の次の職位とはいえ、

その差は大きくなかったものと思われる。

〈看守〉
看守は、倉庫の物品管理に携わることであった。当時、製鐵所内は、外から

の進入も容易であり、物品の盗難が発生していたから、看守はかなり重要な役

割を担っていた。看守は経理部倉庫科に所属した（「製鉄所助手及看守規則」
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第２条）。看守を取締るために、取締看守を設け看守を監視したのである（同

上第２３条）。看守は、物品会計官吏の命令にしたがって、倉庫に収められた部

材を出し入れしたが、物品の貯蔵状態、品質の確保に実際の責任を負っていた

（「看守服務心得」）。

〈助手から雇への昇進〉
現場における補助職員が不足していた創立期製鐵所は、助手は貴重な存在で

あった。創立期製鐵所においては、助手から雇への昇進がかなり見られた。な

ぜ、助手という職位が作られて、何故、雇への引き上げが必要になったのかは、

「助手ヨリ雇員ニ臨時御採用相願之儀ニ就テ伺」高橋検定科長より小花監査課

長宛、１９０１年３月２６日、『判任官以下官記辞令原義』明治３４年１─８月）という

文書に明確に述べられている。そこにおいては、製鐵所の下級職員の絶対的不

足と外部の学卒者の採用では養成に時間がかかり、差し迫った操業に間に合わ

ないという事情があった。いわば、内部で作業補助してきたものを昇進させて、

作業を担わせることが不足を解決する方法であったのである。

それでは、助手から雇いへの昇進はどのような層であろうか。

II（１８７６年生まれ）

１８９０年４月熊本県中学校卒業、塾および英語学校通学、１８９１年退学、二松学

舎、海軍予備校、１８９７年九州鉄道主計係、１８９９年四川炭鉱、１９０１年製鐵所助手、

１２月雇（月給１９円）６５）

YR（１８７５年生まれ）

１８９３年中学校３年修了、１８９４年１月九州鉄道株式会社雇、１８９５年徴兵、１８９９

年豊州鉄道雇、福岡県雇、１９０１年５月製鋼部助手、１２月雇（月給１７円）６６）

TK（１８８０年生まれ）

１８９８年豊津中学４年修了、１８９８年９月京都郡役所雇、１８９９年税務署員、１９００年
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２月九州鉄道株式会社雇、１９０１年２月福岡県雇、同年５月製鋼部助手、１２月雇

（月給１７円）６７）

KH（１８７７年生まれ）

１８９５年２月外航汽船神通丸事務部助手、９５年陸軍工兵第３方面本部、１８９８年小

倉町役場、１８９８年１２月勝山病院、１９００年８月製鐵所監査課助手、１９０１年１２月雇

（月給１５円）６８）

HY（１８５８年生まれ）

１８８４年海軍省５等歩兵（？）、１８７９年電信局勤務、８３年水雷局、８６年横須賀鎮守

府、８７年海軍兵器製造所、１８８７年海軍技手、９２年７月佐世保鎮守府水雷係、

１８９８年４月九○株式会社技手、１９００年１２月幸袋工作所、１９０１年１０月製鐵所製鋼

部助手６９）、

TN（１８７８年生まれ）

１８９２年高等小学校卒業、１８９３年中学校入学、１８９５年中退、１８９５年３月より鞍手

郡村役場書記、９６年４月より炭坑事務所会計係、１８９８年１１月徴兵にて退職、

１９００年１２月２９日製鐵所助手拝命、０１年１０月製銑部雇月俸１５円７０）

NM（１８７６年生まれ）

１８８７年高等小学校卒、１８９２年尋常中学３年卒業、１８９９年輜重大隊にて下士官、

１９００年１１月より１２月１５日簿記講習所、１９００年現役満期、１９００年１２月２７日製銑部

助手日給４５銭、０１年１０月製銑部雇月俸１５円７１）

NK（１８６２年生まれ）

１８７１年１月岡山修道館に入り漢籍を学ぶ、１８７８年中学校卒（第６─８級）、１８８４

年岡山県看守、看守教習所卒業、１９０１年３月看守依願免、１９０１年製銑部助手簿
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書係、０１年１０月製銑部雇月俸１５円７２）

NS（１８７３年生まれ）

１８８４年姫路城南学校卒、１８８３─８８年明新学校で漢籍を学ぶ、大阪為春館で理化

学及び英語を学ぶ、１８８９年盁進学校英語修業、和歌山市の英語学校の教授嘱託、

１８９２年２月和歌山県雇、和歌山県巡査、裁判所、郵便電信局、専売局、１９０１年

和歌山県専売局免、１１月製銑部簿書係助手、１２月製銑部雇月俸１８円７３）

HJ（１８６２生まれ）

１８７５年小学校卒業、１８７６年１月より小学校助教拝命、和漢学修業、１８７９─１８８０

年まで小学校教員、１８８０─８２年陸軍教導団、１８８５年教員、京都平安義こう教師

兼生徒取締、１８８８年象水舎柔術研究、１８９４年同依願退職、同年河川修理工事監

督、１８９８年製鐵所土木課詰、水源地貯水池の土木監督（身分は修築科助手？）、

監査課技術雇１７円７４）

IE（１８６８年生まれ）

１８８１─８５年中学校、１８８６年２月─８８年医師につき医学を学ぶ、８８年陸軍教導団

砲兵隊、陸軍砲兵曹長、１８９６年満期退営、１８９９年製鐵所工務部助手日給４５銭、

１９０１年３月技術雇月給１５円７５）、

HN（１８６７生まれ）

１８８１年村役場筆生、１８８３年教導団本兵科に入る、８４年９月卒業、満期予備編入、

１８８９年巡査、兵曹長、１８９４年日清戦争従軍、１８９５年巡査、１８９８年巡査退職、同

年９月工務部助手となる、１９０１年雇月給１５円７６）、

KC（１８６６年生まれ）

１８７５年小学校卒業、漢学を学ぶ、１８７９年村役場勤務、１８８５年横須賀屯営、１８８６
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年東京築地海軍兵学校鍛冶拝命、海軍兵学校鍛冶、海軍鍛冶練習生として横須

賀勤務、長浦兵器部において数学、機械学、砲術を学ぶ、１８９３年呉造船部守衛

月給７円５０銭、９４年召集、９５年呉造船部守衛に復職、１８９６年呉造船部職工、

１８９７年製鐵所守衛見習い、１９００年９月助手拝命日給５０銭、検査課勤務 １９０１年

月給１５円雇７７）

TM（１８７１年生まれ）

１８８２年小学校卒業、同年中学校入学、８３年退学、塾にて漢学数学を学ぶ、１８８６

年小学校教員、簡易学校訓導、小学校訓導、１８９５年巡査、巡査部長、１９００年依

願解雇、１９００年製鐵所助手、日給４０銭、１９０１年雇い月給１５円７８）、

NSe（１８７０年生まれ）

１８９４年工手学校採鉱冶金科卒業、東京化学学校実地修業、９４年９月面谷鉱山分

析係月給１０円、１８９５年８月熔鉱炉係兼務、１８９８年製鐵所助手拝命、築炉課勤務

日給８０銭、１８９８年８月月俸１８円、１９００年４月雇、月俸２３円７９）、

上記の１５名は、助手から雇に上昇したものの経歴を記したものである。

年齢は、HY、NK、HJなどは、４０歳前後であり、そのほかの者も、年齢的に

も３０代の者もおり、すでにそれぞれの専門技能を身に付けているかまたは経験

を有しているものと思われる。助手という名称から、若い、不熟練労働者を想

像しがちであるが、ここに登場している助手は、そうした範疇には入らない。

製鐵所へ入所する以前にすでに一定の経験をもつか技能をもっていて、製鐵所

での新しい作業を経験して、製鐵所の仕事に適応することが出来て（または確

認して）、雇へと上昇しているのである。

助手から雇いへ上昇は、中学校卒業（または退学）、工手学校、専門学校をで

ていて学歴も、雇の水準とほぼ同等のものである。入所前の専門分野は、技術

系の場合は、鉄道、鉱山、機械、土木などである。助手は、すでに一定の熟練
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をもっていて、採用され、製鐵所の作業で企業内特殊熟練を獲得して雇に昇進

したようである。

ただ、島田晴雄氏の聞き取り調査の対象となっていた柴田伊右衛門氏（１８８５

年生まれ、１９００年製鐵所入所）の場合は興味深い。小学校卒業後、助手で入所

し、手伝いのようなことを長いことやって、筆工をへて工手、技手にまで進ん

だケースもあったようで、必ずしも中学校卒業ばかりではなかったようであ

る８０）。この場合には、むしろ製鐵所のなかで養成されてゆくひとつの階梯と

言ってもよいとおもわれる。助手あるいは給仕などはそうした役割も果たした

と思われる。

いずれも１年を経ないうちに雇に昇進している場合が多い。雇への昇進資格

はもっていても、とりあえず助手として採用し、試用期間を経て雇になった場

合も多かったのではないかと予測される。いわば、部長の裁量で雇用されて、

仕事振りを評価したうえで、雇へと上昇したのではないかと予測される。そう

した職位として、助手が使われていたのである。

〈現場掛員〉
製鐵所においては、現場掛員という現場の業務を管理する職員層を想定して、

職工に対する業務遂行上の管理をおこなう層を規定した。現場掛員とされるも

のは、職工人夫の現場における管理を担う層として設定された。現場掛員は、

助手、看守以上の職員とされ、職工労務管理の最前線にあった。したがって、

現場掛員は、職工人夫と勤務時間を同じくし８１）（「製鐵所現場掛員服務心得」

１９０３年１０月第２条）、受持ち現場の異状については、直ちに上官に報告するこ

とを義務付けられた（同第７条）。ただし、職員の範疇として、助手、看守との

あいだでは、休日に差がつけられていて、助手、看守は２日とされた。

「製鐵所現場掛員服務心得」によれば、下記のようであった。

第１条 各部及監査課ニ於テ職工人夫ヲ使役スル現場及創立工事ノ現場ニ

従事スル係長以下助手、看守以上ノ職員ヲ以テ現場掛員トス/直接職工ヲ
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使役セサルモ其事業ヲ請負ニ付シ之ヲ監督スル場合亦同シ

第４条 当該部課長ハ現場掛員（助手及看守ヲ除ク）ヲシテ事業ノ都合ニ

依リ公暇日ニ服務セシメタルトキハ其日数以内ニ於テ代休ヲ與フルコトヲ

得助手及看守ノ公暇日数ハ毎月二日トシ事業ノ都合ニ依リ当該部課長之ヲ

與フルモノトス（以下略）

第７条 現場掛員ハ其受持現場ニ於ケル建設物及機械類ハ勿論又ハ付近ノ

場所ニ於テ変災異状アルコトヲ発見シタルトキハ直ニ其旨ヲ上官ニ急報シ

指揮ヲ受クヘシ若シ事ノ緊急ニシテ差措キ難キ場合ハ臨機ノ処置ヲ為シ処

分後直ニ其始末ヲ上官ニ報告スヘシ

第８条 現場掛員ハ常ニ現場備付ノ器具機械其他物件ノ取扱保存ニ注意シ

若シ職工人夫ニシテ右諸物件ノ取扱上粗暴ニ渉リ又ハ不注意ノ廉アルトキ

ハ之ニ訓戒ヲ加フヘシ

第９条 現場掛員ハ受持現場ニ於テ器具機械類其他物件ノ亡失毀損シタル

コトヲ発見シタルトキハ直ニ其事由ヲ調査シ上官ニ報告スヘシ

第１０条 現場掛員ハ自ラ規律ヲ厳守スルハ勿論平常部下職工人夫ノ勤務ニ

注意シ監督ヲ怠ル可カラス」

上記のように、現場掛員は、職工の作業上において発生する「異状」や機械、

器具のメインテナンスについての監督する権限をもち、現場の最前線にたって

いた。現場の情報を上官＝職員にあげる役割は、現場掛員がもっていたのであ

る。また、現場掛員は、業務の遂行に関する職務を担当するわけではなかった。

「現場掛員ハ自ラ規律ヲ厳守スルハ勿論平常部下職工人夫ノ勤務ニ注意シ監

督ヲ怠ル可カラス」とあるように、いわば現場掛員は職工及請負人、人夫の勤

務を監督する最前線の職場であった。それは、取締掛員という範疇とはややこ

となって、業務遂行に関連した職工人夫の監督にコミットしていたのである。

しかし、取締り的側面がなかったわけではない。実際素案の段階では、「挙動」

の注意、「工場ノ秩序」を維持することなどがうたわれていたが、それらは削除

され、取締掛員＝守衛に職務が委任されたように思われる。勿論、その間を截
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然と区別することは困難であるが。

〈筆工、図工〉
写字生、写図生という職員補助者が存在したが、その起源や設定の背景は今

のところよくわからない。森建資８２）によれば、下記の資料を根拠にして、助手

が技術員の補助としての役割を明確し、さらに筆工、図工が出てきた背景を説

明している。写字生及写図生は事務員補助として明確にして筆工、図工とした。

「本所助手ハ技術者ノ補助員トシテ名称設定相成タル義ニ有之候処今日ニ於

テハ事務員ノ補助トシテ使役スルニ到リ其結果技術員事務員ノ区分明瞭ヲ欠キ

取扱上不便不尠候ニ就テハ将来ハ技術上ノ補助員ノミヲ助手トシ事務員ノ補助

並ニ写図ニ従事スル者ハ現今ノ写字生及写図生ト共ニ筆工及図工ト改称シ其採

罷給与及服務等ニ関シテハ左ノ場合ノ外助手及看守規則ヲ準用スル事」８３）

採罷は「助手及看守規則」によっていた。いわば職位としては、助手看守と

同じであった。写図生から雇への昇進の道が開かれていた。

SK（１８８１年生まれ）

１９９３年４月高等小学校卒業、１８９６年佐世保海軍造船廠製図工場、小技監につき

舶用機関の研究、日給３５銭、１８９８年１月依願退職、１８９８年長崎稲佐小達鉄工所

月俸１０円、１９００年１月機械課写図生、１９００年１２月技術雇８４）

OE（１８８６年生まれ）

１８９７年尋常小学校補習科中退、９８年製鐵所給仕、９９年１２月機械科写図生日給１５

銭、１９００年１２月技術雇８５）

工務部機械科写図生SKは、１９００年１２月２１日施行で写図生から雇に昇進した。

SKは写図生では日給４５銭であったが、雇に昇進して５０銭となった。SKは、学

歴は低く、小学校しか出ていなかったが、海軍工廠などで、機関の技術、設計
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などを身につけたうえで、民間会社に転じて、製鐵所に入所した。

同日付けで、機械科写図OEは、給仕から写図生、１９００年１２月２１日施行で写

図生から雇に昇進した。OEは写図生では日給２０銭であったが、雇に昇進して

２５銭となった。SK、OEともに１０代で非常に若くして雇に昇進している。小学

校出身であるが、その能力が認められて技術雇となったということもあるが、

彼らを養成するという意味もあったのではないかと思われる。

彼らは、日給で職工以下の賃金であるが、雇になっている（上級職工は８０銭）。

日給の雇となっている。学歴は小学校または高等小学校の卒業である。技能や

仕事ぶりは優秀であったと思われる。

雇員及び助手のうち、技術系統と事務系統を明確に区別し、給与のうえでも

明らかに格差を設けることになった。部課長会議において詮衡を終わったのち

採用及び増給するということになっていた８６）。

〈筆工、図工への再編〉
１９０４年には、技術員補助的色彩がこかった助手を筆工、図工に再編した。鋼

材部においては、技術に従事する助手２４名、事務に従事する助手２１名としてい

る８７）。

助手以下は、辞令を発せず、筆工、図工と改称した。工務部においては、写

字生から筆工へ１名、写図生から図工となるもの４名、銑鉄部においては、助

手から筆工となるもの４名、鋼材部においては助手から筆工２１名、写字生から

筆工になるもの６名、写図生から図工になるもの１名、経理部においては写字

生から筆工となるもの６名、臨時写字生から臨時筆工となるもの３名、文書課

においては、写字生から筆工となるもの３名８８）と報告されている。技術系統

と事務系統の複線的階層秩序を下級補助職員の末端にまで、遡及させようとし

たのである。

１９１０年には、「筆工及図工規則」（１９１０年６月２５日施行）８９）が制定され、事務

補助の位置づけが明らかにされた。筆工は事務員の補助、図工は技術員の補助
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とされた。筆工及び図工は日給３０銭以内については、「学術試験」を必要とせ

ず採用することができた。しかし、彼らの給与は、１級８０銭～１１級３０銭とされ

ており、職工と同等の低い身分に置かれていたのである。１級の日給を受けて

３年を経た場合、「事務練熟等ナル者又ハ特殊ノ経歴技能アル者」は、日給１円

まで増給することができた（第５条）。「採罷賞罰及服務ニ関シテハ看守規則ノ

例ニ依ル」（第６条）されていたから、その採罷など処遇は、看守に準じたもの

であった。

〈筆工の低賃金〉
１９０６年『守衛以下増給年月調』によれば、筆工、図工の賃金は、守衛、看守

などよりもさらに低い水準であった。筆工は月給換算で２０円未満１０円以上５７名、

１０円未満１８名、図工は、同２０円未満１０円以上９名、１０円未満２名となっていた。

賃金の最下層になっていた。守衛および看守はすべて１０円以上の給与であるが、

筆工、図工の低賃金は際立っていた。

助手の場合は、低賃金にあるものと２０円以上の雇クラスの賃金を与えられて

いるものと幅があった。助手の項でのべたように、中学校卒業者や技能の優れ

たものがいたが、一方で、手伝いのような事例もあったからばらつきが出てき

たと思われる。いずれにしても、傭人の賃金は２０円未満に集中していたのであ

る。

結論

職員は、取締り＝監視と管理監督（業務遂行）という二つの役割をもってい

た。所謂、雇および判任官以上の職員と区別され、日常的に職工と接し、現場

作業にコミットしてきたのが、下級補助員であった。

守衛は、取締り的側面を代表する職位であり、助手、筆工、図工などは、技

師の業務補助的側面を代表するものであった。製鐵所では、前者を取締掛員、
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後者を現場掛員と位置づけてきた。取締掛員は、空間的、時間的に区切られた

場所で、職工の動静を観察し、職工の反抗を押さえ規律を強制する役割を担っ

た。課業が標準化されておらず、明確に定員も定められておらず、職工の作業

に対する充分なインセティブが働かないような体制であれば、それだけ彼らを

一元的に工場の中で、抑圧するシステムを築いておかなければならなかった。

守衛は、取締りの最前線にあり、守衛長はとりわけ、取締りの要の位置にあっ

た。こうした守衛を前面にたてた監視体制は、次第に後退していったと予測さ

れる。それは、懇談会による意思疎通のシステムが作られることによって、次

第に後景に退いていったものと思われる。

現場掛員は、業務遂行の最前線で作業（生産現場及び事務）補助として配置

されていた。彼ら、現場掛員は、直接職工を指揮するわけではなく、職工の指

揮監督、作業に実際の影響力を持っているのは、工手─組長─伍長などであっ

た９０）。しかし、現場掛員は、メインテナンス業務や業務記録の作成など、常に

現場と接触している職務であった。職員として、技術雇、事務雇などとともに

末端でコミットしていたのが彼らであった。

守衛長など一部を除けば、下級補助員の賃金は職工以下の賃金に甘んじてい

るものが多く、劣悪な条件に置かれていた。しかし、彼らは、精勤であり、能

力が認められれば、雇への道が開かれていて、そこに一縷の望みを託すことが

できたのではないか。しかし、彼らはある場合には、職員に入れられ、またあ

る場合には職員とはみなされないという、きわめて曖昧な身分でもあった。そ

して、身分の低さと曖昧さは、職工に対する横柄と厳格さという態度となって

現れたりした。

こうした取締り＝監視という側面は、労働者の工場規律への強制のためには、

初期においては厳しく展開された。しかし、それは、森建資が分析するような

奨励金など賃金管理によるインセンティブ９１）及び意思疎通のための懇談会に

よって、補完されなければならなかった。

職員は、判任官以上を官吏として、雇は判任官への道はあったが、下級補助
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職員は、雇への上昇以外には、その道はなかった。彼らは、一層上司への忠誠

を高め精勤することを求められた。

１）『八幡製鐵所五十年誌』付表の数値。
２）長島修「創立期官営八幡製鐵所の経営と組織─職員層について─」『立命館経営学』

第４７巻第４号、２００８年１１月）参照。なお本稿は、上記拙稿に接続するものである。
３）日本公務員制度史研究会『官吏・公務員制度の変遷』第一法規株式会社、１９８９年２

月、５３頁
４）同上
５）森建資「官営八幡製鉄所の労務管理」１、２『経済学論集』（東京大学）第７１巻第１、

２号、２００５年４、７月、菅山真次「産業革命期の企業職員層─官営製鉄所職員の
キャリア分析を中心として─」（『経営史学』第１７巻第４号、１９９３年）

６）『例規提要』１９０１年
７）『製鐵所例規輯覧』１９１８年
８）給仕、小使、諸傭夫という形で、職員でもなく職工でもない取扱いを受けているも

のがいる（「くろがね」１９１９年１２月１５日、第８号）。職員の範疇は、時々で変化して
おり、何か一定の規程がなかったと解釈してよいであろう。

９）長島修「創立期官営八幡製鐵所の経営と組織」（『立命館経営学』第４７巻第４号、
２００８年１１月）参照。

１０）岡崎哲二、中林真幸編著『生産組織の経済史』（東京大学出版会、２００５年９月）は、
生産組織の「暗箱」に光をあてるという視角から、工場の問題に検討を加えている。
後発資本主義の工業化過程にあった日本において、製鐵所にかぎれば、工場制「選
択」の問題は、当初より問題とならなかったのである。内藤隆夫が分析した工場制
の「定着」の問題こそが、重要な問題であった（内藤隆夫「工場制の定着─第一次
大戦前期日本の石油精製業」岡崎哲二、中林真幸編著所収第２章）。

１１）新発田伊右衛門の聞き取りによれば、初期においては、親方、子方の関係が持ち込
まれていたとのことであるが、本作業が始まると、親方の技能自体が通用しなく
なって、間接的労使関係は崩れた（島田晴雄「戦前八幡製鉄所における労働事情」
『三田学会雑誌』第６２巻第１号、１９６９年１月、８１頁）。

１２）庶雑第４０号、１９０７年４月２３日 『原義及通達綴』明治３９年
１３）「年末年始職工ニ歩増ニ付伺」（１９０４年１２月２２日、文書課『諸規程』明治３７年１─１２

月）
１４）「年末年始ニ出勤方奨励按」（１９０４年１２月２７日、文書課『諸規程』明治３７年１─１２月）
１５）職工の欠勤がどの程度であったのか、明らかではないが、１９０１年８月９日「職工褒

章内規」（『諸規定』明治３７年１─１２月）は、欠勤に悩まされていたことを予測され

註
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る。同内規褒章では、１００日以上継続して皆勤したものには日給２日半ないし５日
分からはじまり、３００日以上皆勤日給１３日半ないし２７日となっていた。１年間皆勤
すれば、１月分の給与が支給されるという褒章であった。製鐵所は、こうしたイン
センティブを設けて欠勤を防止する措置をとった。

１６）１９０５年２月１５日、『部課長会議決議録』明治３５年起
１７）「職工通門ノ際帽子着帯ノ義ニ付通達ノ件」（１９０２年２月２０日、庶務課秘書科『通達

原義』自明治三十五年至同四十一年）
１８）１９０３年６月２４日、文書課秘書科『部課長会議決議録』明治３５年起
１９）今泉嘉一郎、１９０５年２月２３日上申（文書課『規程』、明治３８年）
２０）「職工服制励行ニ関シ通牒案」（１９０６年７月１３日施行、庶務課『通達書類』明治３８年

８月─明治４２年）
２１）１９０９年２月１５日、雑事科長より庶務課長宛（『通達書類』明治３８─４２年）
２２）雑事科長より庶務課長、長官宛１９１０年１月１３日、『通達書類』明治４２年─大正５年）
２３）産業は違うが、橋野知子の織物業の研究によれば、問屋制から工場制への移行の要

因として、原料の着服を掲げているが、工場という生産組織になっても、それを防
ぐことができるとは限らない（『経済発展と産地・市場・制度』第６章、ミネルヴァ
書房、２００７年２月）。

２４）内藤前掲論文
２５）文庶第５８３号、明治３９年２月８日、『原義及通達綴』明治３９年
２６）「守衛採用規程」（１８９７年６月２４日制定）『諸規程』明治３０年度
２７）「守衛勤務仮心得書」１８９７年６月２５日、文書課『通達原義』自明治２９年至同３３年）
２８）「守衛服務心得」（１８９８年３月２施行：経理部庶務課『諸達及通牒』自明治３０年至３２

年）
２９）製鉄所岡田事務官宛電報（１９００年１１月２７日、文書課『通達原義』自明治２９年至同３３

年）
３０）「職工採用セラレタルトキハ身元保証金ヲ積立テ之ヲ納メ置クヘシ」（「本所職工身

元保証金納付規程（所中一般）」第１２条（１９０１年１月、鉄達第２号長官達『提要』）
同第１２条）。
身元保証金は日給１円以上のものは２０円、５０銭以上１円未満のものは１５円、５０銭

未満のものは７円とした。身元保証金は、採用の翌月から１０ヶ月間、月賦で納付す
ることになっていた。通常は、解職したとき、納付金は返還されたが、懲戒処分の
場合は還付されなかった（「本所職工身元保証金納付規程（所中一般）」、１９０１年１月、
鉄達第２号長官達『提要』）。

３１）「守衛服務心得」（１８９８年３月２日施行、経理部庶務課『諸達及通牒』自明治３０年至
３２年）

３２）「守衛給仕小使被服規則」１８９７年６月１７日施行、『諸規程』明治３０年度
３３）「守衛長服制之儀ニ付伺」（明治３４年１月１９日、文書課『規程ニ関スル書類』自明治
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３４年１月至３６年１２月）
３４）１９０１年２月１日施行、文書課『規程ニ関スル書類』自明治３４年１月至３６年１２月
３５）「職工通用門規程」１９０１年１０月１８日、１１月１１日施行、『通達』自明治３４至３５年
３６）「報告書」明治３９年２月７日、第一守衛所守衛長より島岡亮太郎宛、庶務課『通達書

類』自明治３８年８月至明治４２年）
３７）１９０４年８月１２日部課長会議
３８）「工場監視員設置ノ件」（１９０３年８月２６日、文書課『諸規程』明治３７年１─１２月）
３９）「工場監視員服制ノ件」１９０４年８月２６日決裁（『諸規程』明治３７年１月─１２月）
４０）以上服制については、「守衛長以下服制改正ノ件」（１９１０年４月１３日、４月２１日決裁、

庶務課『規程書類』明治４３年）
４１）１９０４年１１月２日部課長会議における「長官ノ訓示」（文書課秘書科『部課長会議決議

録』明治３５年２月起）
４２）「監視員ナル名称廃止ノ件」１９１０年４月１４日（庶務課『規程書類』明治４３年）
４３）時里奉明「製鐵所創立期の福利政策─住宅を中心に」（『官営八幡製鐵所創立期の再

検討』平成１６年度─平成１９年度科学研究費補助金、基盤研究Ｂ研究成果報告書、代
表清水憲一、２００８年３月）

４４）「製鐵所職工官舎居住心得」（１９０１年２月）（『通達原義』明治３４年）
４５）庶務課『規程書類』明治４１年。
４６）前掲時里論文１４８頁。
４７）「給仕小使採用規程」（１８９７年６月２４日：『諸規程』明治３０年度）
４８）１８９７年１０月１日施行庶第８８号（『諸規程』明治３０年度）によれば、小使は服務中は

「法被ヲ着用スルコト」とあるから、この時点では制服はない。
４９）「給仕小使職務之心得」（明治３０年と推定されるが正確な月日不明：『諸規程』明治

３０年度）
５０）「給仕小使年齢ノ件」（１８９８年３月、『諸規程』明治３０年度）
５１）「給仕、小使定員ニ関スル件」（１９０３年７月２０日、文書課『規程ニ関スル書類』自明

治３４年１月至３６年１２月）
５２）「小者規程制定ニ関スル件」（１９０４年１２月２日、文庶第３６７号、『諸規定』明治３７年１

─１２月）
５３）たとえば、「守衛助手以下慰労金給与之件」（１９０７年１１月１２日決裁『通達原義』明治

３５─４１年）では、守衛、助手、看守、筆工、図工、看護手は一括し、給仕、小使、
経師職、定傭夫、看護手見習い、職工が一くくりにされている。小者という規程は
生きているのである。

５４）「手続書」守衛からの経理部宛の報告書などより筆者が要約して作成。（経理部庶務
課『守衛以下辞令原義』明治３２年）。

５５）朝日商社より製鐵所へ差し出した「始末書」（経理部庶務課『守衛以下辞令原義』明
治３２年）。
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５６）森建資前掲論文２６頁によれば、助手は、創立当初に作られたものと別に、１９１６年研
究所において助手という身分が設定された。本稿では、後者は対象としたものでは
ない。

５７）１８９８年１２月８日、工務部長大島道太郎より製鉄所長官和田維四郎宛、１２月１０日承諾
（文書課『通達原義』自明治２９年至同３３年、）

５８）文書課相良常雄より経理部長大谷順作宛、１９０２年２月６日、『通達』自明治３４至３５年。
５９）工務部長委任権限（１８９８年１２月長官伺定）、製銑部長委任権限（１９００年６月長官伺

定）、製鋼部長委任権限（１９００年６月長官伺定）『例規提要』７９─８０頁。
６０）「助手ノ名称ハ職夫ニハ不適当ナラン鉄道ニテハ工夫ノ名称ヲ用ユル哉ニ考フ尚協

議ノ上定メラレ度更伺出ニ及ハス」（「工務部助手名称制定及傭役ノ件」長官は朱書
き、１８９８年１２月、『例規提要』）

６１）（「傭員名称及使役ニ関スル件」（１８９８年１２月２日、文書課『通達原義』自明治２９年至
同３３年、）

６２）「助手使役ニ関スル件」１９００年６月、６月２２日決裁、文書課『通達原義』自明治２９年
至同３３年、「製銑製鋼及製品部助手傭役ノ件」１９００年６月長官決済）

６３）「助手使役ノ件」１９００年８月１３日（文書課『通達原義』自明治２９年至同３３年、）
６４）『諸規程』明治３７年１月至１２月（庶務課秘書科『通達原義』自明治３５年至同４１年）
６５）『判任官官記辞令原義』明治３４年８─１２月
６６）同上
６７）同上
６８）同上
６９）同上
７０）同上
７１）同上
７２）同上
７３）同上
７４）『判任官以下官記辞令原義』明治３４年１─８月
７５）同上
７６）同上
７７）同上
７８）同上
７９）同上
８０）島田晴雄「戦前製鐵所における労働事情─面接聴取記録─」『三田学会雑誌』第６２巻

第１号、１９６９年１月
８１）『諸規程』明治３７年１月─１２月
８２）森建資前掲論文⑴２５頁。
８３）「筆工及図工ノ名称設定ノ件」（１９０４年７月１５日、庶務課秘書科『通達原義』自明治
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３５年至同４１年）
８４）『判任官々記辞令原義』明治３３年８月以降
８５）同上。
８６）（「技術雇及助手採用増給ノ場合ニ於ケル特別取扱手続ノ件」１９０４年７月２日、庶務

課秘書科『通達原義』自明治３５年至同４１年）
８７）「当部所属助手ニシテ技術及事務ニ従事スルモノノ区別」今泉嘉一郎より文書課長

島岡亮太郎宛、『守衛以下官記辞令』明治３７年５─９月
８８）「今般筆工及図工ノ名称設定相成候ニ就テハ現時右名称相当ノ者ハ此際辞令ヲ用ヰ

ス当然改称シタル者トシテ取扱可然」（「助手以下筆工及図工ニ改称ノ件」１９０４年７
月１８日施行、『守衛以下官記辞令』）

８９）庶務課『規定書類』明治４３年
９０）「本邦製鉄業労働事情概説」２、『社会政策時報』第６６号、１９２６年３月
９１）森建資「官営八幡製鐵所の賃金管理」⑴⑵『経済学論集』（東京大学）第７１巻第４号、

第７２巻第１号、２００６年１月、２００６年４月

（長島 修、立命館大学経営学部教授）
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